
＜保育認定基準の変更についてご案内＞

！必ずご確認ください！

問い合わせ先：知多市 子ども未来部 幼児保育課
TEL：０５６２－３６－２６５９（直通）

MAIL：youji@city.chita.lg.jp

令和２年4月以降に就労状況が変更となる方は、就労証
明書を速やかに市役所または各施設へ提出してください。

認定こども園を利用されている保護者の方で、認定区分
の変更（1号認定から2号認定への変更等）を希望される方
は、変更申請書及び就労証明書を変更希望月の前月20日
（閉所日を除く。）までに市役所または施設へ提出してく
ださい。

令和２年４月より就労による保育認定基準が

変更となります。

日数制限 や 1日当りの時間制限が撤 廃され、

（１ヵ月１６日以上） （１日４時間以上）

１ヵ月６４時間以上の就労が条件となります。

（通勤時間除く）


